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厚生労働省では、平成２１年７月１０日付労働基準局長通達により、新たに「チェーンソー以

外の振動工具の取扱い業務に係わる振動障害予防対策指針」が示され、振動の少ない工具の選定、

振動作業の作業時間の管理、工具の操作時の措置、点検・整備、保護具、体操、健康管理、安全

衛生教育などの対策を講じるよう求められました。 

建設業労働災害防止協会では、この指針に基づく教育を下記により開催することといたしまし

た。振動工具使用作業の従事者の他、振動工具使用事業場の管理者等多数の方がこの講習を受講

され、全産業の６割と言われる建設業の振動障害の発症を未然に防止いただきますようご案内申

し上げます。 

 

 対象となる振動工具 

 (1)ピストンによる打撃機構内蔵工具(電動ハンマー等) (2)内燃機械内蔵工具(エンジンカッター他) 

 (3)携帯皮はぎ機等の回転工具(サンダー等)  (4)携帯用振動体内工具(コンクリートバイブレータ等) 

  (5)携帯用研削盤(ハンドディスクグラインダ)  (6)卓上用または床上用研削盤(高速カッター他) 

  (7)締付工具(インパクトレンチ他) (8)往復電動工具(ジグソー 他) 

 

記 

１．開催日時及び会場等 ※受講者の人数によっては中止になる場合もございます。   

開催地区 開 催 日 時 会  場 定 員 

盛 岡 
令和７年６月１８日（水） 

１０：００ ～ １５：５０ 

岩手県建設会館 

（盛岡市松尾町１７-９） 
５０名 

盛 岡 
令和７年１０月２２日（水） 

１０：００ ～ １５：５０ 

岩手県建設会館 

（盛岡市松尾町１７-９） 
５０名 

 

 

 

 



 

２．講習料（税込） 

３．講習科目   

科  目 時  間 

振動工具に関する知識 １時間 

振動障害及びその予防に関する知識 ２時間３０分 

関係法令 ３０分 

実技（振動ばく露時間、日振ばく露量 A（８）の算出） ３０分 

 ４時間３０分 

 

４．申込方法等（重要） 

（１）所定の申込用紙（特別教育・安全衛生教育等講習申込書）に必要事項を記入し、建設業労

働災害防止協会岩手県支部に郵送または FAXにて行ってください。 

  ※FAX番号は間違わないように注意して下さい。 

（２）講習料は受講票が到着次第、指定の銀行口座に振込みをお願いします。 

（３）キャンセルの取扱いについて、講習会開催日の７日前までの場合は、講習料から振込手数

料を差し引き返金いたします。 

（それ以降のキャンセルについては講習料の返金はできません。） 

（４）申込みは先着順で受付、定員になり次第締切りとします。 

 

５．その他（重要） 

（１） 修了証は所定の時間どおり全科目を受講した適性者に対して交付します。ただし、遅刻を

しますと修了証の交付はできなくなる場合があります。講習開始１０分前までに受付を済

ませてください。 

（２） 講習日は受講票、筆記用具を持参して下さい。 

（３） 各講習会場には駐車台数（有料の場合がございます）に制限がありますので、相乗り等ご

協力をお願いします。満車の場合は近隣の民間駐車場をご利用いただく場合がございます。 

 

６．申込み・問合せ先 

 

 

 

 

 

  

 

 

〈振動工具〉 

区 分 講習料 テキスト代 合 計 

会 員 ６，４９０円 １，１４４円 ７，６３４円 

非会員 ６，４９０円 １，５９５円 ８，０８５円 

 

建設業労働災害防止協会岩手県支部 

〒020‐0873 盛岡市松尾町１７－９ 岩手県建設会館３階 

TEL：０１９―６２３－４４１１ FAX：０１９ー６５３－６１１３ 


